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Ｑ．中協法第３５条（役員）において役員の定数は「理事は３人以上、監事は１人以

上」と定められているが、その定数の上限は第何条に規定されているのか。 

例えば、ＡＢＣＤの４法人が協同組合を組織するに当たって理事、監事の定数の

上限の決定の方法として、単記式投票によれば組合員１人１票の原則により理事、

監事各々最大４人まで選出できることとなるが、連記式投票による場合は組合員総

数を上回る多数の役員を選出することが可能になる。定款にて役員の定数は決定し

ているので単記、連記いずれを採用しても役員の総数は同一でなければならない。

故にその両方の限度内で組合内容に適した方法で選ぶべきであると解釈している

が如何。 

 

Ａ．中小企業等協同組合の役員の数は、中協法第３３条（定款）１項第１１号の規定

により、定款の絶対的必要記載事項として、必ず、何人以上何人以内又は何人とい

う定数で定款に定めなければならないことになっているが、その数は、同法第３５

条（役員）第２項に規定する数以上であれば、何人であろうと法令違反にはならな

い。 

役員の定数を定める場合、設問のごとく単記式無記名投票によって選出し得る最

大限の数（組合員数）を、その組合の理事及び監事の定数の上限として、その範囲

内において、単記式、連記式の何れかを採用すべきであると解して画一的に指導す

ることは無理がある。説例のように組合員数が４人である組合においても、組合の

業務運営において組合員数を上回る役員が必要とされる場合も考えられるので、指

導としては当該組合の事業規模、役員の業務分担を考慮し、業務の迅速的確な遂行

を妨げることとならないよう、必要かつ最少限度の役員の数を定め、その数を選出

するについて、単記式、連記式の何れを採用することが妥当であるか検討されるべ

きである。 


